
■ 住まいと景観チーム ■  
   

 

＜活動方針＞  
 みどりあふれる美しく、ゆとりのある洛西ニュータウンを次世代に継承 
 していく  
 
＜活動内容＞ 
  
平成２７（２０１５）年度は  
１．京都市市街地景観整備条例に基づく、洛西ニュータウン地域（新林、 
  境谷、竹の里、福西）での 「地域景観づくり協議会」設立に向けての 
  啓発活動並びに自治連合会との連携の強化。 
   
２．京都市地域連携型空き家流通促進事業の実施団体として認定され 
  た事を受け、平成２５年度から洛西ニュータウン内の空き家の予防・ 
  流通に係わる取り組み及び自治連合会との連携強化。 
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◆ 背景・主旨 ◆ 

「まちづくりビジョン」に於ける戦略的位置づけ 

【戦略１】美しくゆとりあるまちなみを育て、次世代へ継承するための取組 

～自然環境の保全と美くしいまちなみづくり～ 

洛西ニュータウンのまちなみも今や住民意識の中にしっかりと定着している。

まちなみやまちのゆとり、自然環境に対する住民の評価は極めて高く、地域

文化の一つとして愛着のある他に代えがたいものになっており、住民がこの

地を選び、この地に住み続ける大きな要因の一つとなっている。そして、この

まちなみや自然環境は、洛西ニュータウンがどこにでもあるようなまちではなく、

他にはない町の強みとして、町の住民以外の人々にとっても魅力的に映るも

のであり、今後洛西ニュータウンに人を誘引するために、不可欠な要素である。 

このため、多様な世代の居住の促進を前提に、これからも洛西ニュータウンが

周辺の景観と調和したゆとりあるまちを守り、次世代に引き継いでいけるよう、

必要なルールの見直しを進めるとともに、住民の様々なまちづくり活動を推進

する。 
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京都市の各行政区別空き家率 

（平成２５年度住宅・土地統計調査より） 

 

平成２５年度調査 
●京都市内の空き家件数   約１１万４２９０戸 
（中京区と上京区の住宅数の合計とほぼ同じ） 

空き家の現状について 

洛西ニュータウン：４．０％ 
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空き家増加による地域への影響 

・防犯・防災に対する不安。 

・小動物が棲みつき、虫がわく。 

・崩れる家屋から隣家に部材が落ちる。 

 

・公共的な施設（小学校、病院、スーパー等）が地域から 

 なくなる。 

・人口減少で地域力が落ちる。 

資料：2015年3月13日開催の「地域連携型空き家流通促進事業・活動地域情報交換会」より抜粋 
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空き家問題とは 

・空き家の数は、都市構造を揺るがしかねない量になって 

  いる。 

・空き家問題は町内会の高齢化を促進する。 

 ⇒空き家を活用することで、地域を劇的に変える事も 

   できる。 

 ⇒そのまま衰退していく地域と、活性化していく地域の 

   二極化がおこる。 

資料：2015年3月13日開催の「地域連携型空き家流通促進事業・活動地域情報交換会」より抜粋 
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空き家調査に関するニュースレターの発行（２０１４年４月） 
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空き家対策セミナーの開催(２０１４年９月３０日） 

タイトル： 
我が家を空き家にさせないために。 

「家の将来のこと、考えていますか？」 
 
     ・講師：石田光廣 氏（司法書士） 
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2015/2/26撮影 

2014/2/11撮影 

調査活動後の変化の一例 
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「地域景観づくり協議会」とは？ 

 景観は、それぞれの地域ごとの歴史、風土、文化や伝統、一人ひと

りの暮らしや経済活動、技術の進歩や法律等の制度がなどが背景と

なってつくられるものです。 

 まちの景観の魅力を楽しみ、維持･継承・改善するために、地域の

方々が主体的に行う様々な活動は、その地域ならではの活きいきとし

た景観として表れてくるとともに、そのようにしてつくられた良好な環境

が人々の地域に対する愛着を育みます。 

 地域景観づくり協議会は、地域の方々が思いや方向性を共有し、更

には、建築主や事業者等と一緒になって地域の景観づくりを進めてい

くためのきっかけとなることを目的にしています。 9 



◆ 概要 ◆ 

景観の保全・創出を目的に活動する組織づくり 
景観づくりの方針などを定めた計画書を作成 

地域 

地域組織（協議会）と計画書を認定 
景観づくりに取り組む地域を情報発信等 

行政 

地域の特性や景観を踏まえたデザインの検討 
景観づくり活動の理解に努める 

建築主 

認定申請 地域支援 

情報発信 ﾃﾞｻﾞｲﾝ相談 

地域の良好な 
景観形成に 
向けて 

意見交換 
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